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平成21年上半期のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について

１ 出会い系サイトに関係した事件の検挙件数等
○ 平成21年上半期のいわゆる出会い系サイトに関係した事件として警察
として把握している件数は644件で、前年同期と比べて133件(17.1％)減
少した。 [１頁]

○ 出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童は265人で、前年同
期と比べて91人(25.6％)減少した。 [２頁]
(注) 出会い系サイト以外のサイトを利用して犯罪（児童買春・児童ポルノ法違反、青少年保護育成

条例違反、児童福祉法違反及び重要犯罪）の被害にあった児童は545人。 [５頁]

２ 主な特徴
○ 検挙件数644件のうち、児童買春・児童ポルノ法違反が243件（児童買春
218件、児童ポルノ25件）と最も多く、検挙全体の37.7％を占める。[１頁]

○ 出会い系サイトへのアクセス手段として携帯電話を使用した被害児童
は、265人のうち264人で99.6%を占める。 [２頁]

３ 出会い系サイト規制法違反の検挙件数等
○ 禁止誘引行為（法第6条）の検挙件数は184件(前年同期比+25件)であ
り、このうち児童による誘引は119件（前年同期比＋45件)。

○ 出会い系サイト事業者による届出義務（法第7条）違反の検挙は２件。
○ 事業者に対する行政処分等

事業者に対する行政処分は、指示(法第13条)が１件。
事業停止・事業廃止命令（法第14条）はないが、児童の利用禁止の明

示（法第10条）、児童でないことの確認義務（法第11条）に違反してい
ると認められた61サイトに対して警告が行われている。 [４頁]

４ 今後の対策
○ 悪質な事業者に対する行政処分、取締りの実施。
○ 関係省庁等と連携したフィルタリングの普及啓発活動の強化。
○ 出会い系サイト以外のサイトで、児童被害が相当程度発生しているサ
イト事業者に対し自主規制を講じるよう指導。

※ 検挙件数は折線グラフ。

被害者数は棒グラフ、

うち は被害児童数。
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出会い系サイトに関係した事件の検挙状況等

１ 検挙件数の年別推移
（件）

※ 対象は、いわゆる出会い系サイトが関係した事件として警察として把握し

ているもの。
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２ 被害者の年齢・性別

（人）

※「児童」とは、18歳未満の者をいう。
※（ ）は、「被害者数」に対する割合。

３ 被害者（被害児童）の出会い系サイトへのアクセス手段

（人）

４ 被害者のうち小学生・中学生・高校生の数

（人）

※「高校生」には、児童ではない者（18歳）を含む。

※（ ）は、前年同期比。
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５ 罪種・年齢別被害者数
(人）

○ 総被害者数のうち、女性が91.5%（H20上半期～92.1%）を占める。

○ 女性被害者のうち、児童が90.1%（H20上半期～91.7%）を占める。
○ 女性児童被害者のうち、児童買春及び青少年保護育成条例違反の被害者

が、83.7%（H20上半期～84.2%）を占める。
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６ 出会い系サイト規制法違反の状況
(1) 検挙状況

○ 禁止誘引（法第６条）

平成21年上半期中の検挙件数は184件(前年同期比＋25件）、このうち

児童による誘引は119件(前年同期比＋45件）。
（件）

○ 届出義務（法第７条）違反

事業の開始を公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを運営した届出
義務違反事件を１件、届出の際に虚偽の記載のある書類を提出した虚偽

届け事件を１件検挙。

(2) 行政処分等
○ 指示処分（法第13条）

出会い系サイトの広告及び店舗型異性紹介事業の広告が両面刷りされ

た宣伝ビラを18歳未満の児童が居住する一般住宅などへ投函し、風営適

正化法の違反行為をしていた出会い系サイト事業者に対して、児童の健
全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示を行った。

○ その他

児童の利用禁止の明示（法第10条）に違反していると認められる１サ
イト、児童でないことの確認義務（法第11条）に違反していると認めら

れる60サイトに対して警告を行った。

なお、警告を受けた61サイトのうち、２サイトが閉鎖、53サイトが是
正、６サイトが警告継続中である。
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７ 出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙状況等

※ 被害者が児童であり、罪種が上記に該当するものに限り統計をとったも

ので、出会い系サイトに関係した事件の検挙状況の統計のとり方とは異な
る。


